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本手引きの趣旨について 

 

 本市における社会福祉施設の整備については、「第 14 次秋田市総合計画」の各部

門計画を着実に推進するに当たって、限られた財源の中で多様化する市民ニーズに適

切に応えられるよう、今後の社会情勢等を見据えながら必要性を十分に精査して、真

に必要と認められるものに限り実施しています。   

その中で、老人福祉施設の整備については、「第 11 次秋田市高齢者プラン」におけ

る整備計画に沿って行うこととしています。 

 この手引きは、社会福祉法人が運営する短期入所生活介護事業所（以下「ショート

ステイ」という。）を介護老人福祉施設に転換するに当たって、適切な事業者の選定

を行うことを目的として、必要な事項について示すものです。 

 

 

 

 ※ 以下、この手引きに記載されている内容については、手引き作成現在でのもの

です。各種法令・通知等の内容、その他について改正等により変更になる場合が

あります。 
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第１ 介護老人福祉施設の整備に当たっての一般的事項について 

 

１ 介護老人福祉施設の目的 

介護老人福祉施設とは、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームのうち、介護

保険法に規定する指定申請があったもので、要介護者に対し施設サービス計画に基

づき、①入浴・排せつ・食事等の介護等の日常生活上の世話、②機能訓練、③健康

管理、④療養上の世話を行うことを目的とした施設です。 

入居対象者は、身体上・精神上著しい障害があるため常時介護を必要とし、在宅

介護が困難な要介護者です。 

 

２ 介護老人福祉施設の設置および運営主体 

介護老人福祉施設を設置・運営することができるものは、都道府県、市町村およ

び地方独立行政法人、社会福祉法人に限られています。 

 

３ 介護老人福祉施設整備に当たっての基本事項 

 (1) 事業者である社会福祉法人は、社会福祉に対する熱意と理解を有していること

が必要であるとともに、社会福祉法人の役員構成、資金計画（借入金の償還能力

等）等が適正であり、施設整備はもとより、健全で安定した法人運営が可能であ

ることが求められます。 

 (2) 計画する施設については、本市の設備運営基準条例、その他関係法令・通知等

に沿った内容であることが必要です。 

 (3) 計画地および建物は、原則として社会福祉法人の自己所有であることが望まれ

ます。 

   抵当権などの所有権を制限する権利が設定されていないことが前提になりま

す。 

   なお、借地の場合は、地上権又は賃借権の設定登記がなされていることが必要

です。また、社会福祉法人の理事長又は法人から報酬を受けている役員等から当

該社会福祉法人が有償で土地を借入れすることは認められません。 

 (4) 改修工事等の施設整備費について市中銀行からの借入金等による充当が見込

まれますが、事業者負担となる施設整備費等の財源について、確保されているこ

とが必要です。（本市からの補助金はありません。） 
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第２ 介護老人福祉施設（広域型）への転換法人の募集について 

 

１ 募集内容 

 (1) 整備年度 

    令和６年度 

 (2) 転換数量 

    145 床以下（併設型ショートステイの転換数量と合わせて） 

 (3) 施設形態 

    従来型およびユニット型どちらでも可 

 

２ 募集対象事業所 

 令和６年４月１日現在において社会福祉法人が運営する秋田市内に所在する単独

型ショートステイ 

 

３ 応募に当たっての要件および留意事項 

(1) 従来型・ユニット型の類型は問いませんが、居室及びユニット単位での転換と

します。 

(2) 介護老人福祉施設に転換する数は、30 床以上とする計画にしてください。 

(3) 介護老人福祉施設に転換するためには、介護老人福祉施設の設備・運営基準等

を遵守する必要があります。居室、静養室、食堂、浴室および機能訓練室を３階

以上の階に設ける場合には、３階以上の各階に通ずる特別避難階段を２以上設け

なければならないなど、特に設備基準において、ショートステイとは大きく異な

りますので注意が必要です。詳しくは、提出書類でもある「介護老人福祉施設転

換に伴う設備基準チェックシート」（様式６－１、６－２）をご確認ください。 

 (4) 転換にあたり、ショートステイの新設・増床を伴う法人の応募は対象としませ

ん。 

 

４ 転換に伴う補助金 

 転換に伴う補助金はありません。 

 

５ 転換時期 

選定後から令和９年３月 31 日までの間に転換するものとします。 

 

６ 応募手続き 

 (1) 質問事項の受付 
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 施設整備計画の策定に関しての質問事項は、「施設整備計画に係る質問書」（様式

１０）でのみ受け付けいたします。 

なお、提出された質問に対する回答は、できるだけ速やかに提出した法人に対し

お知らせします。また、回答したすべての内容は、とりまとめのうえ本市ホームペ

ージ上に公開する予定です。 

ア 受付期限  令和６年６月 17 日（月）正午まで【厳守】 

イ 提出方法  持参、Ｅメール、ＦＡＸ、郵送 

ウ 提出先   秋田市福祉保健部介護保険課施設管理担当（本庁舎２Ｆ） 

        〒010-8560 秋田市山王一丁目１番１号 

Ｅ-mail kaigo-jigyosho@city.akita.lg.jp  

ＦＡＸ  018-888-5673 

 

 (2) 施設整備計画書の提出 

施設整備計画書の提出に当たっては、所定の様式による施設整備計画書等やその

他必要な書類等を取りまとめ（「第４ 様式・提出書類について」参照。）、提出期

間内に提出してください。 

  提出期間前後の提出は、受け付けしません。 

ア 提出期間  令和６年７月１日（月）～５日（金）（8:30～17:15）【厳守】 

イ 提出部数  正本１部、副本４部（正本の写し） 

ウ 提出方法  持参または郵送 

        ※持参、郵送する日時をあらかじめお電話にてご連絡ください。 

エ 提出先   秋田市福祉保健部介護保険課施設管理担当（本庁舎２Ｆ） 

〒010-8560 秋田市山王一丁目１番１号 

         ＴＥＬ 018-888-5674 

(3) 施設整備計画書の提出に係る留意事項 

ア 提出された施設整備計画書等の書類一式を返却することや、一部書類を差し

替えるといったことはできません。施設整備計画書の提出に当たっては、不備

等がないか十分に確認してください。ただし、本市が特に必要と認めた書類の

提出や、追加書類の提出を求めた場合等は除きます。 

イ 施設整備計画書等の作成にともなう費用は、提出した各社会福祉法人の全額

自己負担となります。 

ウ 提出された施設整備計画書は、本市の情報公開条例に基づき、整備法人（事

業者）名、その他の情報（個人情報および内部管理情報等を除く。）を公開する

ことがあります。 

 



 5

７ 整備法人（事業者）の選定 

提出があった施設整備計画書について、次の順に審査等を行い、整備法人（事業

者）を選定します。 

 

(1) 適合審査 

本市担当課（介護保険課、監査指導室）において、法人の基本的事項および施設

整備計画に関する設備基準等の適正性について書類審査を実施します。 

書類審査の結果、「３ 応募に当たっての要件および留意事項」の要件に違反し

ている場合や設備運営基準を満たしていない場合などには、整備法人（事業者）と

して選定しません。 

 

(2) ヒアリング審査 

別途設置される選考委員会において、以下の選定基準に基づいて提出された施設

整備計画のほか、各社会福祉法人に対するヒアリングを実施して審査し、整備法人

（事業者）を選定します。ヒアリングは理事長および関係者を対象に行いますが、

日程については別途お知らせします。（令和６年８月実施予定） 

 

 

〈施設整備計画の選定基準（概要）〉 

項目 選 定 基 準 

動機 

・ 

理念等 

① 施設整備に応募した動機について 

② 社会福祉法人としての基本理念やあるべき姿、また、老人福祉に対す

る基本理念および将来構想について 

③ 特別養護老人ホームの果たすべき役割や個別ユニットケア（虐待・ 

身体拘束含む）について 

入所者処

遇 

① 安全衛生および防災に関する考え方・計画について 

② 入居者の受入れに関する考え方について 

③ 知的障がい者および人工透析等の医療的ケアを要する方の受入れに 

対する考え方について 

④ 入所者等からの苦情等への対応について 

⑤ 年間事業（行事）計画の構想について 

職員処遇

等 

① 職員の採用計画、研修等、育成の取り組みについて 

② 職員処遇等について 
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施設・設

備の快適

性等 

① 要介護者の移動や日常生活に配慮した適切な間取りとなっているか 

② 居室等の採光、眺望、空調等の確保について 

③ トイレ、浴室等におけるプライバシーへの配慮はどうか 

④ 居室の快適性（居室定員、面積）はどうか 

⑤ 地域との交流に関する構想はどうか 

⑥ 事業計画上（ハード面・ソフト面）のセールスポイントについて 

ｼｮｰﾄｽﾃｲ 

運 営 

① ショートステイの利用状況（利用者の要介護度や利用期間等）をふま 

え、全床数に対する特養化床数について 

② 転換による既存利用者（家族）への影響の対応について 

 など 

 

 (3) 審査の打切り、選定の取消し 

審査の途中又は選定後、次のいずれかに該当した場合には、審査の打切り又は選

定を取消すこともありますので、十分に留意してください。 

ア 事業計画を大幅に変更した場合（平面図、工期等） 

イ 資金計画を大幅に変更した場合（自己資金、借入金の返済計画等） 

ウ 整備法人（事業者）の運営上、介護報酬を不正に受給するなど反社会的な事 

由が判明し、施設整備計画の遂行が明らかにふさわしくないと判断される場合 

エ その他施設整備計画を進めるに当たって支障が生じた場合 

 

(4) 選定結果の通知 

選定結果は、８月下旬に申込者に対して書面により通知する予定です。 

また、整備法人（事業者）に選定された申込者に対しては、選定の際に別途設置

される選考委員会から述べられた意見書等をもとに、必要な修正を求めることがあ

ります。 
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８ 整備法人（事業者）選定から事業開始までの流れ 

整備法人（事業所）の選定から事業開始までの流れは以下のとおりです。 

 

   〈整備法人（事業者）選定から施設整備までの流れ〉 

  

令

和

６
年

度

令
和

７

年
度

年月
（予定）

整　備　法　人
（事　業　者）

秋　田　市

改修工事等着工

事業開始

設置認可申請

改修等工事竣工

社会福祉法人

審査委員会

(ヒアリング)

設置認可証

10

３

４

施設整備計画書提出

施設整備準備開始

書類確認

適合審査

選定結果通知

７

９

（7/1～7/5）

別途設置される

選考委員会

（ヒアリング）

２

指定申請

指定通知

事業開始届出 受 領

11

書類確認

 

※上記スケジュールは、応募数等により変動する可能性がありますので、あらかじめ

ご了承ください。 

 

※転換する短期入所

生活介護について、過

去に国や県から補助

を受けて整備した場

合は、財産処分の手続

きが別途必要となる

場合があります。 
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第３ 介護老人福祉施設の運営、人員・設備基準等について 

 

１ 老人福祉法に基づく設置認可と介護保険法に基づく指定等 

選定された整備法人（事業者）は、事業開始に当たり次の手続きを介護保険課で行

わなければなりません。 

(1) 老人福祉法上の特別養護老人ホームの設置認可の申請および事業開始の届出 

(2) 介護保険法上の介護老人福祉施設の指定申請 

(3) 老人福祉法上の老人短期入所施設の変更の届出 

(4) 介護保険法上のショートステイの変更の届出 

 

２ 人員、設備基準 

(1) 基準の考え方 

  特別養護老人ホームおよび介護老人福祉施設等の基準では、①基本方針、②人員 

基準、③設備基準、④運営基準が定められています。当該基準は、施設が目的を達

成するために必要な最低限度を定めたもので、施設は常に運営の向上に努める必要

があります。 

  

(2) 施設長の資格 

特別養護老人ホームを適切に管理運営する能力を有すると認められる者であっ

て、次のいずれかに該当することが必要です。 

ア 社会福祉法第 19 条第１項各号のいずれかに該当する者（社会福祉主事任用

資格、社会福祉士）なお、第５号に規定する者は、精神保健福祉士とされてい

ます。 

イ 社会福祉事業に２年以上従事した者 

ウ 社会福祉施設長資格認定講習課程を修了した者 

 

 (3) 人員基準と設備基準 

  人員基準と設備基準の概要は次のようになります。なお、短期入所生活介護と異

なって新たに必要な職種や設備には★印を付けておりますが、それ以外のものであ

っても基準の詳細が短期入所生活介護と異なっている場合がありますので、必ず全

ての基準内容を確認してください。     

 基準はあくまでも必要な最低限度を定めたものです。特に人員配置については、実

際のケアにおいて十分な対応ができるように、最低基準にとらわれず必要な数を配

置することが求められます。 
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 〈人員基準の概要〉 

概   要 

施設長（管理

者） 

常勤で１ 

医師 入所者に対し健康管理と療養上の指導を行うために必要な数 

生活相談員 常勤で入所者数 100 に対し１以上 

介護職員・看

護職員 

①介護職員と看護職員の総数：入所者数３に対し１以上（常勤換

算方法） 

②看護職員の数：入所者数 50 超 130 以下：３以上(常勤換算方法) 

など 

③看護職員のうち１人以上は常勤 

栄養士又は管

理栄養士 

１以上 

機能訓練指導

員 

１以上（兼務可） 

★介護支援専

門員 

常勤で１以上（兼務可。入所者数 100 に対し１を標準、増員分は

非常勤可） 

調理員、事務

員等 

実情に応じた適当数 

★宿直者 夜勤者とは別に１人は配置（夜勤職員基準を満たす夜勤職員を配

置している場合を除く。） 

 

〈設備基準の概要〉※従来型の場合 

概   要 

居室 ①定員：１人 

②地階に設けない 

③床面積：10.65 ㎡以上（内法有効面積） 

④寝台又はこれに代わる設備を備える 

⑤１以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面

して設ける 

⑥床面積の14分の１以上に相当する面積を直接外気に面して開放

できる 

⑦必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備

を備える 

⑧ブザーやナースコールを設ける 

静養室 ①介護職員室又は看護職員室に近接させる 

②地階に設けない 

③寝台又はこれに代わる設備を備える 

④１以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面

して設ける 

⑤床面積の14分の１以上に相当する面積を直接外気に面して開放

できる 
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⑥必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備

を備える 

⑦ブザーやナースコールを設ける 

洗面設備 ①居室のある階ごとに設ける 

②要介護者の使用に適したもの 

便所 ①居室のある階ごとに、居室に近接して設ける 

②ブザー等を設けるとともに、要介護者の使用に適したもの 

浴室 要介護者が入浴するのに適したもの 

医務室 ①医療法第１条の５第２項に規定する診療所とする 

②入居者を診療するために必要な医薬品および医療機器を備える 

ほか、必要に応じて臨床検査設備を設ける 

調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いる 

介護職員室 ①居室のある階ごとに居室に近接して設ける 

②必要な備品を備える 

食堂および機

能訓練室 

①合計面積は、３㎡に入所定員を乗じて得た面積以上（内法有 

効面積） 

②必要な備品を備える 

廊下幅 原則、1.8m（中廊下 2.7m）以上（内法有効幅で手摺から測定） 

消火設備 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設ける 

耐火建築物とする（入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く）。た

だし、入所者の日常生活の場所を２階と地階のいずれにも設けていない場合や入

所者の日常生活の場所を２階又は地階に設けていても一定の条件を満たした場合

は、準耐火建築物とすることができる。 

初期消火と延焼の抑制に配慮した構造等の要件を満たす木造平屋建ての建物につ

いては、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築

物又は準耐火建築物としなくてよい。 

設備は、専用とする。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、専用でなくて

よい。 

設備について、次に掲げる設備を設ける。 

 居室、静養室、食堂、浴室、洗面設備、便所、医務室、調理室、介護職員室、

看護職員室、機能訓練室、面談室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室、介護材料室、

事務室その他運営上必要な設備 

★居室、静養室、食堂、浴室および機能訓練室（以下「居室、静養室等」という。）

は、３階以上の階に設けることができない。ただし、次のいずれにも該当する建

物に設けられる場合は、この限りではない。 

①居室、静養室等のある３階以上の各階に通ずる特別避難階段を２以上（防災上

有効な傾斜路を有する場合か、車いす・ストレッチャーで通行するために必要

な幅を有するバルコニーと屋外に設ける避難階段を有する場合は、１以上）有

する 

②３階以上の階にある居室、静養室等およびこれらから地上に通ずる廊下その他

の通路の壁、天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材でしている 

③居室、静養室等のある３階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により

防災上有効に区画されている 
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廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設ける。 

★廊下および階段には手すりを設ける。 

階段の傾斜は、緩やかにする。 

居室、静養室、食堂、浴室および機能訓練室が２階以上の階にある場合は、１以

上の傾斜路を設ける（エレベーターを設ける場合は、この限りでない）。 

（注）「中廊下」とは、廊下の両側に居室や浴室等の入居者が日常生活で直接使用

する設備のある廊下をいいます。 

 

 〈設備基準の概要〉※ユニット型の場合 

概   要 

ユ
ニ
ッ
ト 

居室 ①定員：１人 

②いずれかのユニットに属し、そのユニットの共同生活室に近接

して一体的に設ける 

③地階に設けない 

④ユニットの定員：おおむね 10 人以下とし 15 人を超えないもの

とする 

⑤床面積：10.65 ㎡以上（内法有効面積） 

⑥寝台又はこれに代わる設備を備える 

⑦１以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は

広間に直接面して設ける 

⑧床面積の14分の１以上に相当する面積を直接外気に面して開放

できる 

⑨必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備

を備える 

⑩ブザーやナースコールを設ける 

共同生活

室 

①いずれかのユニットに属し、そのユニットの入居者が交流し、

共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有す

る 

②地階に設けない 

③床面積：「2 ㎡×その共同生活室のユニット入居定員」以上を標

準（内法有効面積） 

④必要な設備および備品を備える 

洗面設備 ① 居室ごと、又は共同生活室ごとに適当数設ける 

② 要介護者の使用に適したもの 

便所 ① 居室ごと、又は共同生活室ごとに適当数設ける 

② ブザー等を設けるとともに、要介護者の使用に適したもの 

浴室 要介護者が入浴するのに適したもの 

医務室 ① 医療法第１条の５第２項に規定する診療所とする 

② 入居者を診療するために必要な医薬品および医療機器を備え

るほか、必要に応じて臨床検査設備を設ける 

調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いる 

廊下幅 原則、1.8m（中廊下 2.7m）以上（内法有効幅で手摺から測定） 
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消火設備 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設ける 

耐火建築物とする（入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く）。た

だし、入所者の日常生活の場所を２階と地階のいずれにも設けていない場合や入

所者の日常生活の場所を２階又は地階に設けていても一定の条件を満たした場合

は、準耐火建築物とすることができる。 

初期消火と延焼の抑制に配慮した構造等の要件を満たす木造平屋建ての建物につ

いては、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築

物又は準耐火建築物としなくてよい。 

設備は、専用とする。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、専用でなくて

よい。 

設備について、次に掲げる設備を設ける。 

 ユニット、浴室、医務室、調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室、介護材料

室、事務室その他運営上必要な設備 

★ユニットおよび浴室は、３階以上の階に設けることができない。ただし、次の

いずれにも該当する建物に設けられる場合は、この限りではない。 

①ユニット又は浴室のある３階以上の各階に通ずる特別避難階段を２以上（防災

上有効な傾斜路を有する場合か、車いす・ストレッチャーで通行するために必

要な幅を有するバルコニーと屋外に設ける避難階段を有する場合は、１以上）

有する 

②３階以上の階にあるユニット又は浴室とこれらから地上に通ずる廊下その他の

通路の壁、天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材でしている 

③ ユニット又は浴室のある３階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備に

より防災上有効に区画されている 

廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設ける。 

★廊下および階段には手すりを設ける。 

階段の傾斜は、緩やかにする。 

ユニット又は浴室が２階以上の階にある場合は、１以上の傾斜路を設ける（エレ

ベーターを設ける場合は、この限りでない）。 

（注）「中廊下」とは、廊下の両側に居室や浴室等の入居者が日常生活で直接使用 

する設備のある廊下をいいます。 

なお、詳細については、以下の条例等を参照してください。 

   ア 「秋田市特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条 

例」（平成 24 年秋田市条例第 77 号） 

   イ 「秋田市指定介護老人福祉施設の人員、設備および運営に関する基準を定 

める条例」（平成 24 年秋田市条例第 73 号） 

   ウ 「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について」（平成 12 年 

３月 17 日老発第 214 号） 

   エ 「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」（平 

成 12 年３月 17 日老企第 43 号） 

   オ 「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」(平成
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12 年 2 月 10 日厚生省告示第 29 号) 「五 指定介護福祉施設サービス

の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」 

   カ 「社会福祉施設における防火安全対策強化について」(昭和 62 年 9 月 18  

日社施第 107 号)「五 夜間防火管理体制の充実について」 

（夜勤職員(直接処遇職員)とは別に、特別養護老人ホームは、防火安全

対策として夜間の宿直職員の配置も必須となります。） 

     

※ 上記ア、イについては、秋田市役所介護保険課の指定基準等の条例 

   https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/kaigohoken/1012008/1040975.html 

     秋田市ホームページのトップページ広報 ID 検索で「1040975」と入力 

すると当該ページへ移行します。 

 

※  上記オ、カにつきましては，厚生労働省法令等データベースサービス 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/ 

で確認できます。（オは「法令検索」。カは「通知検索」。） 

  

３ 運営に当たっての留意事項 

施設入所者の決定は、秋田県の特別養護老人ホームの入所に関する指針である「特

別養護老人ホーム入所ガイドライン」に基づき、その過程の透明性・公平性を確保し

つつ、必要性の高い方が優先的に施設入所できるように実施してください。 



 14

第４ 様式・提出書類について 

施設整備計画の応募に当たっては、以下の表の書類の提出を求めます。 

〈提出を求める様式・添付書類一覧〉 

提出書類  ※注 1 様式等 

１ 
令和６年度短期入所生活介護事業所（単独型）の介護老人福祉施設転換

整備計画の協議書 
様式１ 

２ 介護老人福祉施設施設整備計画書（事業計画書） 様式２ 

３ 安全衛生・防災に関する計画書等、苦情対応規定等、年間行事計画書  

４ 社会福祉法人の概要および役員等構成・資産状況 様式３ 

５ 役員等の履歴書・誓約書等の写し  

６ 役員等の住民票記載事項証明書・身分証明書  

７ 理事会・評議員会の開催状況 ※前年度以降 様式４ 

８ 理事会等の議事録（資料含）、招集通知の写し ※前年度以降  

９ 
評議員の選任があった場合は、評議員選任・解任委員会の議事録（資料

含）の写し ※前年度以降 
 

10 定款、就業規則、給与規定  

11 前年度決算に係る監事監査（外部監査を含む）の報告書・意見書の写し  

12 
前年度決算報告書（資金収支計算書および内訳書、事業活動計算書およ

び内訳書、賃借対照表、財産目録） 
 

13 土地の登記簿謄本（全部事項証明書）  

14 土地貸借契約書の写し  ※借地の場合  

15 借地（国・地方公共団体以外）であることの理由書  ※借地の場合 様式５ 

16 建物の登記簿謄本（全部事項証明書）  

17 位置図・案内図、建物配置図・各階平面図、立面図  ※注２  

18 
介護老人福祉施設転換に伴う設備基準チェックシート 

（従来型用）、（ユニット型用） 

様式 

６－１ 

６－２ 

19 建物外部および内部の現況写真（カラー）  ※注３  

20 
概算設計書等（改修工事等の事業費の積算がわかるもの）※工事の予定

がある場合 

 

21 
改修工事等に係る借入金融資の確約書（融資見込証明書） 

※借入予定の場合 

 



 15

22 借入金償還計画書   ※借入予定の場合 様式７ 

23 資金収支見込書    ※工事の予定がある場合 様式８ 

24 行政からの指摘事項およびその改善状況  ※注４  

25 過去の事故や問題事例およびその改善状況  ※注５ 様式９ 

26 
施設整備補助金の確定通知書の写し ※既存施設の建設時に補助金を

受けている場合 

 

 

注１)  様式・添付書類は原則としてＡ４（ＪＩＳ規格。以下同じ）で提出してくださ 

い。ただし、図面等Ａ４によりがたいものについてはＡ３での提出を認めます。 

また、提出書類には、以下のように項目ごとの仕切紙（Ａ４白）を書類の間に

入れ（インデックス不要）、全体をファイルやバインダー等で綴ってください。 

 

   例） 

 

 

 

 

 

 

 

注２) 施設の建物全体のものを添付すること。なお、改修工事等が必要な場合は改修

工事後の図面とすること。また、転換しないショートステイ床の位置をマーカー

等により明確に図示すること。 

方位、縮尺、各室の用途及び面積、廊下幅、扉・窓の開放部分等も平面図に記

載すること。（居室および共同生活室の面積や廊下幅等、施設基準に数の定めが

あるものは、内法面積および手すり部分を除いた幅等を併記すること。） 

   当該事業の専用部分と他との共用部分を色分けする等使用関係をわかりやす

く表示すること。 

注３)  内部の写真については、撮影位置を平面図に示すこと。また、建物外観、玄関

ホール、食堂および機能訓練室、居室、浴室、廊下を各１枚ずつ、計６枚を電子

媒体（メール可）で提出すること。 

 

注 4) 「行政からの指摘事項およびその改善状況」について、所轄庁より受けた過去３

年度分の指導監査結果および改善状況を提出してください。（指導監査の所轄庁か

１ 令和６年度短期入所生活介護 

事業所(単独型)の 

介護老人福祉施設 

２ 介護老人福祉施設 

施設整備計画書 

 

・・・・・・・ 

転換整備計画の協議書 
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らの通知文書およびその回答文書の写しなど） 

 

注 5) 「過去の事故や問題事例およびその改善状況」について、法人および施設等の

状況について記載してください。該当がない場合においては、「なし」と記載し

て提出してください。 

 

 



紙－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年６月  

 

〒010-8560 秋田市山王一丁目１番１号 

秋田市福祉保健部介護保険課 

電話 018-888-5674 

FAX 018-888-5673 

Ｅ-mail kaigo-jigyosho@city.akita.lg.jp 

 


